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令和８年度 社会福祉法人北九州市福祉事業団 嘱託職員 募集案内 

【 要 介 護 認 定 訪 問 調 査 員 】 

 

令和 ８年 ３月１０日 

 

（社福）北九州市福祉事業団は、北九州市の委託を受け、要介護認定の訪問調査を行っていま

す。 

女性スタッフが多数活躍中の和気あいあいとした働きやすい職場です。土日祝日休みで、子育

て中の方も活躍中です（休暇制度も充実しています）。 

ぜひ、一緒に働きませんか。※令和８年４月１日～給与ＵＰしています！！ 

 

 

◇ 受付期 間 随時（定員に達し次第、締切りとさせていただきます。） 

 ◇ 応募方 法 所定の申込書を郵送または持参してください。 

 ◇ 受付時 間 ８時３０分～１７時００分 

         なお、土曜日・日曜日・祝日は受付けていません。 

 ◇ 受付場 所 北九州市福祉事業団 事業課支援センター 

〒805-0019 北九州市八幡東区中央二丁目１番１号レインボープラザ５階 

ＴＥＬ ０９３－６８２－００３３ ＦＡＸ ０９３－６８２－００３５ 

 

 

１ 採用予定数・応募資格 

 

（１）採用予定数 

   若干名 

 

（２）応募資格 

  次のアまたはイのいずれかに該当する方で、普通自動車運転免許を持ち、ワードが操作で 

きる方。 

    ア 介護支援専門員の資格を有する方 

   イ 介護支援専門員の受験資格がある方のうち、対象の国家資格を保有する方 

      ◎対象の国家資格 

     医師、歯科医師、薬剤師、保健師、助産師、看護師、准看護師、理学療法士、 

作業療法士、言語聴覚士、社会福祉士、精神保健福祉士、介護福祉士、視能訓練士、 

義肢装具士、歯科衛生士、あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師、 

柔道整復師、栄養士(管理栄養士を含む) 

上記の当該資格登録後に５年以上かつ９００日以上の要援護者に対する直接的な 

対人援助業務の実務に従事していること。 

 

   ※ 応募資格がないことが判明した場合は、合格を取り消します。また、申込書記載事項が

正しくないことが判明した場合は、合格を取り消すことがあります。 
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２ 応募手続 

 

（１）申込書の請求方法 

   申込書は、北九州市福祉事業団事務局で配布しています。 

また、北九州市福祉事業団のホームページからも入手できます。 

 

（２）提出書類 

   申込書 

    

（３）申込書の提出方法 

   ア 郵送 

     封筒の表に『選考申込』と赤字で書き送付してください。 

   イ 持参 

平日の８時３０分～１７時までの間に受け付けます。土曜日・日曜日・祝日は受け付けて

いません。 

  

（４）申込書の提出先 

北九州市福祉事業団 事業課支援センター 

〒805-0019 北九州市八幡東区中央二丁目１番１号レインボープラザ５階 

  

（５）その他 

申込書の記載事項が不備の場合は受け付けできません。応募資格にかかわる項目の記載漏れ 

写真の貼り忘れ等にご注意ください。 

 

３ 選考 

 

（１）選考方法 

   第一次 書類選考 第二次 面接 

※ 書類選考後、合格者に面接日時を連絡いたします。     

  

（２）面接日時等 

   面接日時については、申込者と調整のうえ決定します。 

※ 面接の当日、応募資格を満たす資格証（介護支援専門員証、社会福祉士資格証等）を確 

認させていただきます（原本をご持参ください）。また、確認後、コピーをさせていただき 

ます。 

  

（３）面接会場 

（社福）北九州市福祉事業団 事業課支援センター 

北九州市八幡東区中央二丁目１番１号 レインボープラザ５階 
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（４）選考結果は、合否にかかわらず、面接者全員に文書で通知します。 

   ※ 上記１（２）の応募資格の「イ」（介護支援専門員の受験資格がある方のうち、対象の国 

家資格を保有する方）で合格された方には、本事業団の指定する「実務経験証明書」の提出 

をお願いします。採用は、「実務経験証明書」の確認後になります。 

 なお、正当な理由なく提出がない場合は、合格が取り消される場合があります。 

 

４ 雇用条件 

 

（１）採用までの流れ 

   合格者に対しては、本人と調整の上、採用日を決定します。 

  

（２）勤務場所 

   （社福）北九州市福祉事業団事業課支援センター介護訪問調査室（変更の範囲：なし） 

  

（３）業務内容 

   介護保険制度における要介護認定に係る訪問調査業務（変更の範囲：なし） 

  

（４）雇用関係 

令和８年４月１日から令和９年３月３１日までの有期雇用契約。嘱託職員として訪問調査

業務を委嘱します。年度単位で１年契約（試用期間なし）。勤務成績が良好な場合、４回更

新可。採用後、５年を経過しその後実施する試験に合格した場合は、期間の定めのない労働

契約に転換でき、原則６５歳まで働くことができます。（６５歳以上の採用の場合、1年毎の

更新となります。） 

 

（５）勤務日 

   月曜日～金曜日（土曜日、日曜日、祝日、年末年始は休み） 

  

（６）勤務時間 

   ８時３０分～１７時（休憩時間６０分）（時間外勤務あり） 

  

（７）賃金（令和８年４月１日～改定） 

  ア 介護支援専門員の資格を有する方 

    月額２０１，１００円のほか、一時金（令和７年度実績４.６５月分）及び通勤手当。 

  イ 介護支援専門員の資格を有しない方 

     月額１９６，１００円のほか、一時金（上記アと同じ）及び通勤手当。 

 

（８）福利厚生 

   健康保険、厚生年金保険、雇用保険、労災保険、定期健康診断、福利厚生サービス（宿泊・

グルメ・ 

レジャー・映画・ジム等の割引）等 

 

 

 



 4

 

 

５ その他 

   選考結果以外のことについてはお答えできませんのであらかじめご了承ください。 

   また、この募集について不明な事項がある場合は、下記にお問い合わせください。 

 

 

 

社会福祉法人北九州市福祉事業団 事業課支援センター 

〒805-0019 北九州市八幡東区中央二丁目１番１号レインボープラザ５階 

ＴＥＬ０９３－６８２－００３３ ＦＡＸ０９３－６８２－００３５ 

 

 

 


